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Ｑ:HPKI 対応 IC カードガイドライン V3.1 の  5.1.2 相互運用性を確保するための条件」の

 １０） パスワード（PIN）の入力」において、PIN 入力を省略できる条件として 電子署

名アプリケーションが保持すること」及び 連続した署名実施の際であること」が示されて

いますが、具体的に電子処方箋における要件はどのようになりますか。 

 

Ａ:電子署名法の要件を満たすことが必要です。 本人が自身の意思で署名を行っているこ

と」及び 署名対象を確認していること」を保証する仕組みを導入する必要があります。必

要な要件は以下の通りです。 

【要件１】 

本人が 自身の意思で署名していること」及び 署名対象を確認していること」を保証す

る必要があります。これを実現するために、本人が入力した PIN を一時的に保持すること

が許可されます。ただし、この要件を満たさなくなった場合には、速やかに保持している

PIN 情報を破棄しなければなりません。 

【要件２】 

PIN 情報は重要な認証情報であるため、PIN 情報がシステム管理者を含む本人以外の者に

閲覧されないようにする必要があります。 

【要件３】 

利用環境においては、安全管理ガイドラインの要件を遵守していることが求められてい

ます。 

 

 

要件１に関連した具体例：  

    利用者がログインしてからログアウトするまでの間、その端末を占有していることが

保証される場合。 

   Web サービスにおいて、TLS セッションが接続されている間に限り、セッションが維

持されること。 

 

以上 

 


